
いちご団地新規経営者募集
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連絡先 :海道土地改良区 和田
〒321-0974 栃木県宇都宮市竹林町977(2F)
TEL 090-4708-5275

とちまるくん⑤栃木県



顕醗密

・区画整理後で形状が良い
。排水が良く砂礫も少ないため、いちご栽培に適する
。井戸掘削により地下水を豊富に利用できる
。ほ場周囲に日光を遮るものがなく、十分な日照量を確保できる
。過去に大きな水害がない

宇都富市海道町内「いろご団地」用農地7区画 (ラ定)

・標準区画
・賃貸料

・賃貸期間

・賃貸開始年

1区画50a(東西100m×南北50m)
年額40,OOO円 /10a(目安)※

※農地の賃貸借契約にあたっては

栃木県農地ノヾンクを利用します

原則として経営開始年から10年間
期間満了時更新
令和6年 4月～ 7区画

海道町の農地の有利性

貸 し出 し農地の条件

いちごの経営指標

収量 価格 粗収益 経費 所得 年間労働時間

5,000kg 1,155円 /kg 5′775千円 2,777千 円 2′998千円 1,887時 間

※出典 :平成29年度栃木県経営診断指標
各勢文イ直は10aあたりの目安です。

借り主への支援体制

関係機関団体による「経営支援チーム」が就農準備ズ〕`ら経営安定までサポートします。



応募要件

①いろごの独立経営を目指し、就農 (影定)時の年齢が50歳未満の者 (企業の参入は対象外)

②経営にあたって、本人含め2筈以上の農業従事者を確保できる者 (複数名での共同経営も可)

③l年間以上の農業実践研修を実施影定または、過去に実施している者

④認定農業者または認定新規就農者である者 (認定影定の者を含む)

⑤海道町または近隣町在住の者 (経営開始までに転居ラ定の者を含む)

⑥海道町の担い子として地区農業活動に協力できる者
⑦農業協同組合の系統出荷に協力できる者

7経営体 ※
※1経営体あたり1区画を貸し出します。

令不□4年度募集分

令不□4年 8月～令不□5年 3月  ※募集期間終了後も随時受け付けます。

別紙申請書に基づき、海道土地改良区が採用審査を原則2回実施します。

採用審査の詳細については、応募者に改めて通知します。

別紙申請書に跡要事項を記入のうえ、下記まで持参、郵送またはFA× してください。

〒321-0974 宇都富市乍ケ林町977(2F)海道土地改良区
FAX 028-615-7363

※応募者より提出のあつた申請書は、本事業外の目的で利用する
ことはありません。

お間い合わせ・ 相談窓□

。「いちご団地」に関して 海道土地改良区 不□田

(TEL)090-4708-5275※
※9iOO～ 1 9iOO(休 日も可)

栃木県河内農業振興事務所 経営普及部
(TttL)028-626-3072

募集人数

募集期間

採用方法

応募方法

し ●

●

・新規就農に関して



海道土地改良区「いちご団地」農地借 り入れ申請書

令和   年   月   日

海道土地改良区理事長 様

▼S、  り  が  な

代表者氏名

海道町「いちご団地」の農地の借 り入れをしたいので、下記のとお り申し込みます。

1生月」 生年月日 職業

男・女 年  月  日 (  歳)

住所等

郵便番号

住所

電話番号

メールア ドレス @

就農 (経営)計画

経営開始予定時期
(すでに開始している場合は

就農年)

者ゝ不日 年 月 日

形態
※いずれかに錮

□ 新たにいちご経営を開始
回 親 (三親等以内の親族を合む)の農業経営とは別に新たな部門を開始
□ 既存のいちご経営の規模拡大
□ 海道町へいちごハウスを移転

経営開始 5年後の目標

作付面積(a) 年間生産量(kg) 収入(万円) 所得(万円)

農業経営の構成員

氏名 年齢 代表者 との続柄 年間従事日数

本人

資金の借 り入れ希望 □ 無 (自 己資金)  □ 有 (予定額 円)

農業実践研修先
※いずれかに図

□ 研修済み
□ 研修中
□ 予定
回 未定

(研修先名

(研修先名

(研修先名

)

)

)


